
　 

  
 

１０
月
か
ら
本
算
定
に
よ
る
特
別
徴
収
が
始

ま
り
ま
す
。 

８
月
に
年
間
の
保
険
料
額
が
確
定
し
、送

付
し
た
納
入
通
知
書（
介
護
保
険
料
額
決
定

通
知
書
）兼
特
別
徴
収
開
始
通
知
書
の
と
お

り
に
、１０
月
・
１２
月
・
２
月
の
年
金
か
ら
天
引

き
さ
れ
ま
す
。 

対
象 平

成
２６
年
８
月
の
介
護
保
険
料
を
特
別
徴

収
さ
れ
て
い
る
方 

新
た
に
対
象
と
な
る
方 

平
成
２６
年
４
月
１
日
現
在
で
６５
歳
以
上
で

あ
り
、年
額
１８
万
円
以
上
の
老
齢（
退
職
）

年
金
、遺
族
年
金
、障
害
年
金
を
受
給
さ
れ

て
い
て
、８
月
ま
で
に
特
別
徴
収
に
な
っ
て

い
な
い
方 

 

介
護
保
険
の
第
１
号
被
保
険
者
の
資
格
取

得
日
は
、６５
歳
の
誕
生
日
の
前
日
で
す
。ま
た
、

保
険
料
の
納
付
義
務
は
資
格
を
取
得
し
た
日

の
属
す
る
月
か
ら
発
生
す
る
た
め
、１
日
生

ま
れ
の
方
は
前
月
か
ら
納
付
義
務
が
発
生
し

ま
す
。 

４０
歳
か
ら
６４
歳
ま
で
の
方
は
、第
２
号
被

保
険
者
と
な
り
、介
護
保
険
料
は
加
入
し
て

い
る
健
康
保
険
と
一
体
で
納
め
ら
れ
て
い
ま

す
。 

問
合
　
高
齢
介
護
課
介
護
保
険
Ｇ 

　
　
　
内
線
２
１
４
１
・
２
１
４
２ 

          

現
在
、市
・
県
民
税
が
年
金
か
ら
特
別
徴
収

さ
れ
て
い
な
い
６５
歳
以
上
の
方
で
、１０
月
ま
で

に
年
金
か
ら
介
護
保
険
料
が
特
別
徴
収
さ
れ

る
方
は
、１０
月
か
ら
公
的
年
金
等
に
関
す
る
市･

県
民
税
の
特
別
徴
収
が
始
ま
り
ま
す
。 

対
象
と
な
る
方
に
は
、既
に
お
送
り
し
た

納
税
通
知
書
で
徴
収
税
額
を
通
知
さ
せ
て
い

た
だ
い
て
お
り
ま
す
の
で
、確
認
を
お
願
い
し

ま
す
。 

対
象
と
な
る
公
的
年
金 

　
老
齢
基
礎
年
金
、老
齢
厚
生
年
金
な
ど 

※
遺
族
年
金
、障
害
年
金
は
対
象
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。 

特
別
徴
収（
天
引
き
）が
中
止
と
な
る
場
合 

次
に
該
当
す
る
方
は
、特
別
徴
収
が
中
止

と
な
り
、普
通
徴
収
（
ご
自
身
で
納
付
）へ
変

更
と
な
り
ま
す
。 

・
津
島
市
か
ら
転
出
さ
れ
た
方 

・
介
護
保
険
料
が
特
別
徴
収
さ
れ
な
く
な
っ

た
方 

・
市
・
県
民
税
の
税
額
変
更
が
生
じ
た
方 

・
年
金
の
支
給
が
停
止
し
た
方（
遺
族
年
金

等
に
変
更
と
な
っ
た
方
な
ど
） 

問
合
　
税
務
課
市
民
税
Ｇ 

　
　
　
内
線
２
２
０
１
〜
２
２
０
４ 

  
 

ご
み
を
庭
・
空
き
地
・
田
畑
な
ど
で
焼
却
す

る
行
為（
い
わ
ゆ
る
「
野
焼
き
」
）は
、廃
棄
物

処
理
法
で
、一
部
の
例
外
を
除
き
禁
止
さ
れ

て
い
ま
す
。 

基
準
に
適
合
し
た
焼
却
設
備
を
使
用
し
な

い
野
焼
き
は
、ダ
イ
オ
キ
シ
ン
汚
染
や
大
気
汚

染
の
原
因
の
一
つ
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
簡
易

焼
却
炉（
ド
ラ
ム
缶
、ブ
ロ
ッ
ク
製
の
炉
）な
ど

は
、法
律
違
反
に
な
り
ま
す
。 

例
外
と
さ
れ
て
い
る
野
焼
き 

・
国
ま
た
は
地
方
公
共
団
体
が
そ
の
施
設
の

管
理
を
行
う
た
め
に
必
要
な
廃
棄
物
の
焼

却 

　
例
　
河
川
管
理
の
た
め
に
伐
採
し
た
草
木

等
の
焼
却 

・
震
災
、風
水
害
、火
災
、凍
霜
害
そ
の
他
の

災
害
の
予
防
、応
急
対
策
ま
た
は
、復
旧
の

た
め
に
必
要
な
廃
棄
物
の
焼
却 

　
例
　
災
害
等
の
緊
急
対
策
、火
災
予
防
訓

練
等 

・
風
俗
習
慣
上
ま
た
は
宗
教
上
の
行
事
を
行

う
た
め
に
必
要
な
廃
棄
物
の
焼
却 

　
例
　
左
義
長
等
の
地
域
行
事
に
お
け
る
焼

却 

・
農
業
、林
業
ま
た
は
漁
業
を
営
む
た
め
に

や
む
を
得
な
い
も
の
と
し
て
行
わ
れ
る
廃

棄
物
の
焼
却 

　
例
　
病
害
虫
駆
除
の
た
め
の
焼
却 

・
た
き
火
、そ
の
他
日
常
生
活
を
営
む
上
で

通
常
行
わ
れ
る
廃
棄
物
の
焼
却
で
あ
っ
て

軽
微
な
も
の 

　
例
　
暖
を
と
る
た
め
の
た
き
火
、キ
ャ
ン
プ

フ
ァ
イ
ヤ
ー
等
を
行
う
際
の
木
く
ず
の
焼

却 た
だ
し
、容
易
に
代
替
方
法
が
あ
る
場
合

は
、例
外
に
当
た
り
ま
せ
ん
。 

少
量
で
あ
れ
ば
市
ゴ
ミ
袋
で
、集
積
所
に

出
し
て
く
だ
さ
い
。
多
量
の
場
合
は
、１０
㎏
２

０
０
円
で
八
穂
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー（
弥
富
市
）

に
持
ち
込
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

や
む
を
得
ず
野
焼
き
を
す
る
場
合
は
、風

向
き
や
燃
や
す
量
に
注
意
し
、周
り
の
住
宅

環
境
に
十
分
な
配
慮
を
お
願
い
し
ま
す
。 

問
合
　
生
活
環
境
課
環
境
保
全
Ｇ 

　
　
　
内
線
２
２
３
２
・
２
２
３
３ 

 

介
護
保
険
料
の
ご
案
内
 

野
焼
き
は
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
 

年
金
か
ら
市
・
県
民
税
の
特
別
徴
収
 

（
天
引
き
）が
始
ま
り
ま
す
 

介
護
保
険
料
特
別
徴
収（
年
金
天
引
き
） 

こ
れ
か
ら
６５
歳
の
誕
生
日
を
迎
え
る
皆
様
へ 

お
知
ら
せ 

３ 「市政のひろば」つしま2014.10

市役所　124-1111お知らせ 

 



５１４ 

４９２ ４９０ 

４６８ 

４５１ 

４２８ 
４２３ 

４０６ 

３９２ 

５１４ 

４８７ 
４７３ 

４４８ 

４２５ 
４１６ 

４０７ 
３９７ 

３８８ 
３８２ 

３８４ 

５１４ 

４９２ ４９０ 

４６８ 

４５１ 

４２８ 
４２３ 

４０６ 

３９２ 

５１４ 

４８７ 
４７３ 

４４８ 

４２５ 
４１６ 

４０７ 
３９７ 

３８８ 

３８４ 

３８２ 

津
島
市
で
は
、平
成
１８
年
度
か
ら
２７
年
度

ま
で
の
１０
年
間
を
計
画
期
間
と
し
た
「
津
島

市
財
政
改
革
行
動
計
画（
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
）」

を
策
定
し
、市
民
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
と
簡
素

で
効
率
的
な
行
財
政
運
営
の
確
立
を
図
る
た

め
に
、行
財
政
改
革
の
推
進
に
努
め
て
お
り

ま
す
。 

こ
の
た
び
、平
成
１８
年
度
か
ら
２５
年
度
ま

で
の
８
カ
年
の
実
績
を
取
り
ま
と
め
ま
し
た
。 

 財
政
改
革
の
効
果
額 

８
年
間
の
効
果
額
は
７９
億
９
千
万
円
で
、

目
標
値
と
し
た
６７
億
５
千
万
円
を
上
回
り
ま

し
た
。（
達
成
率
１
１
８
・
４
％
） 

財
源
の
確
保
　
税
徴
収
率
の
向
上
、企
業
誘

致
の
推
進
等
に
よ
り
、４
億
６
千
万
円
。 

人
件
費
の
総
額
抑
制
　
職
員
数
の
削
減
と
各

種
職
員
手
当
の
見
直
し
に
よ
り
、３７
億
９

千
万
円
。 

事
務
事
業
の
見
直
し
　
事
務
事
業
の
廃
止
・

縮
減
・
事
業
手
法
の
変
更
に
よ
り
、１５
億
２

千
万
円
。 

市
単
独
制
度
の
見
直
し
　
市
単
独
補
助
金
・

扶
助
費
の
見
直
し
に
よ
り
、１２
億
２
千
万
円
。 

そ
の
他
　
市
税
前
納
報
奨
金
の
廃
止
等
に
よ

り
、１０
億
円
。 

 

指
定
管
理
者
制
度
、外
部
委
託
等
の
民
間

活
力
の
導
入
や
事
務
事
業
の
見
直
し
に
よ
り
、

平
成
１７
年
度
と
比
較
し
て
、平
成
２６
年
度
４

月
１
日
現
在
で
職
員
数
を
一
般
会
計
ベ
ー
ス

で
１
３
０
人
削
減
し
ま
し
た
。 

市
債
残
高
も
着
実
に
減
少
（
臨
時
財
政
対
策

債
を
除
く
） 

新
規
の
市
債
の
発
行
を
抑
制
し
て
き
た
こ

と
か
ら
、臨
時
財
政
対
策
債
を
除
く
市
債
残

高
は
減
少
し
て
い
ま
す
。 

定員管理計画（一般会計ベース） 

区分ごとの財政改革効果 

１７ １８ １９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２４ ２５ ２６ 
３５０ 

４００ 

（３８４） 

４５０ 

５００ 

５５０ 
（単位：人） 

（年度） 平成 

（各年度４月１日現在） 

７９.９億円 

財政改革累積効果額 

１８～２５年度効果額 １８～２５年度目標額 １８～２７年度目標額 
主な取組事項 

（１８～２５年度効果額） 

○税徴収率の向上 
○未利用財産の売却・貸付 
 
○使用料の滞納整理 
○有料広告物の掲載 
○企業誘致の推進 

２億２,４５０万円 
 

１億４,１４１万円 
５７６万円 
１,４７４万円 
７,４９０万円 

○定員管理計画による人件費削減 
 
○職員手当の見直し 

 
３０億５,１２３万円 
７億４,２８１万円 

○経常的経費の削減 
○施設等維持管理経費の削減 

６億６,３２８万円 
 

８億５,１１２万円 

○市単独補助金の見直し 
 
○市単独扶助費の見直し 

 
８億６,３８８万円 

 
３億５,６５７万円 

○当然廃止事業の削減 
 
○各種負担金の見直し 
○国民健康保険税の減免廃止 
 
○市税前納報奨金の廃止 
 
○病院補助金の縮減 
 

 
８億４,４５８万円 
２,５９６万円 

 
２,６４０万円 

 
２億２,６９１万円 

 
△１億２,１３１万円 

６７.５億円 合　　計 ９４.２億円 

１０.０億円 ２１.８億円 ２６.８億円 

１２.２億円 １０.４億円 １３.１億円 

１５.２億円 ７.０億円 ８.８億円 

３７.９億円 １９.４億円 ３３.５億円 

４.６億円 ８.９億円 １２億円 

そ の 他  

市単独制度
の 見 直し 

事務事業
の見直し 

人件費の  
総額抑制  

財源の確保 

津
島
市
財
政
改
革
行
動
計
画

津
島
市
財
政
改
革
行
動
計
画（
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
） 

平
成
平
成
２５
年
度
実
績
報
告

年
度
実
績
報
告
 

津
島
市
財
政
改
革
行
動
計
画（
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
） 

平
成
２５
年
度
実
績
報
告
 

市債残高（一般会計ベース） 

（年度） 平成 

臨時財政対策債 

その他 

（　）は合計額 

（単位：億円） 

１８ １９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２４ ２５ 

１３２ １２４ １１３ １０４ ８９ 
７６ 

４２ ４７ 
５０ ５６ 

６７ 
７５ 

（１７４） （１７１） 
（１６３） （１６０） （１５６） 

６８ 

８５ 

（１５３） 

６０ 

９４ 

（１５４） （１５１） 

０ 

２００ 

１５０ 

１００ 

５０ 

１
３
０
人
の
定
員
削
減 

市
債
残
高
は
臨
時
財
政
対
策
債
を
除
き 

減
少 

※臨時財政対策債ー平成１３年度の地方財政対策において設けられた特例地方債で、地方交付税の 
　振替措置であり、後年度にその元利償還額の１００％が交付税算定上の基準財政需要額に算入される。 

計画策定時目標 

平成１８～２６年度で、１３０人削減 

平成２５年度までの実績を踏まえた目標 

社会経済情勢等の変化、行政需要の多様化等に対応するため、今後の職員数については、見直し
を進めております。 

「市政のひろば」つしま2014.10 ４ 
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４５.２％ １３.３％ ９.７％ １１.４％ １４.７％ 

２４.９％ １３.６％ ７.５％ １２.３％ １４.８％ ２６.９％ 

１９.５％ １９.５％ 

４５.２％ １３.３％ ９.７％ １１.４％ １４.７％ 

２４.９％ １３.６％ ７.５％ １２.３％ １４.８％ ２６.９％ 

４１.３％ １１４.６％ 
５.３ 
％ １８.２％ ９.５ 

％ 
１１.１％ １４.６％ 

５.３ 
％ １８.２％ ９.５ 

％ 
１１.１％ 

５.７ 
％ 
５.７ 
％ 

２２.６％ １７.１％ ９.１ 
％ 

１０.６％ ２１.１％ ２２.６％ １７.１％ ９.１ 
％ 

１０.６％ ２１.１％ 

財政健全化判断比率等の公表 財政健全化判断比率等の公表 財政健全化判断比率等の公表 財政健全化判断比率等の公表 
地方公共団体の財政破綻を未然に防ぎ、財政の早期健全化、再生を促すため、各地方公共団体は、毎年、健全化判断比率及び資

金不足比率を算定し、公表することが義務付けられています。 
平成２５年度決算に基づき算定された津島市の健全化判断比率及び資金不足比率は、下表のとおり、前年に引き続き、すべて基

準を下回りました。 
これからも行財政改革を徹底して行い、財政の健全化に努めてまいります。 

※資金不足比率がない会計は「－（該当なし）」で表示し、参考に資金剰余の比率を（△）で示す。 

◎健全化判断比率 （単位：％） 

◎資金不足比率（経営健全化基準　２０.０%） 

☆用語の説明 
用　　　　語 

津島市民病院事業会計 

平成２４年度 

津島市下水道事業会計 津島市上水道事業会計 津島市流域関連公共下水道事業特別会計 

８.２ 
－ 
（△７９.０） 

－ 
（△６６.０） 

－ 
（△６１.８） 

説　　　　　明 

（単位：％） 

※実質赤字額、連結実質赤字額がないため「－（該当なし）」で表示し、参考に黒字の比率を（△）で示す。 

実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率 

実 質 赤 字 比 率  

平成２４年度 比 　 　 率  

財 政 再 生 基 準  

早期健全化基準 

比 　 　 率  

連 結 実 質 赤 字 比 率  

実 質 公 債 費 比 率  

将 来 負 担 比 率  

資 金 不 足 比 率  

福祉、教育、まちづくり等を行う地方公共団体の普通会計の赤字の程度を指標化し、財政運
営の深刻度を示したもの（普通会計の赤字の割合） 
すべての会計の赤字や黒字を合算し、地方公共団体全体としての赤字の程度を指標化し、
地方公共団体全体としての運営の深刻度を示したもの（全ての会計の赤字の割合） 

借入金の返済額及びこれに準じる額の大きさを指標化し、資金繰りの危険度を示したもの
（年間の収入に対して借入金の返済のために支払う額の割合） 
地方公共団体の一般会計の借入金（地方債）や将来支払っていく可能性のある負担等の
現時点での残高の程度を指標化し、将来財政を圧迫する可能性が高いかどうかを示すも
の（年間の収入に対して将来支払っていく可能性のある負担額の割合） 
公営企業の資金不足を、公営企業の事業規模である料金収入の規模と比較して指標化し、
経営状況の深刻度を示すもの（年間の収入に対して不足している資金の割合） 

地方交付税 譲与税・交付金 市税 

歳入性質別 

平成１７年度 
（１８４億円） 

０％ ２０％ 

平成２５年度 
（２０６億円） 

４０％ ６０％ ８０％ １００％ 

歳出性質別 

平成１７年度 
（１７７億円） 

０％ ２０％ 

平成２５年度 
（１９６億円） 

４０％ ６０％ ８０％ １００％ 

財政改革実施前との構成比較 

－ 
（△６.７４） 

－ 
（△１５.１２） ８.９ ４６.８ 

－ 
（△６.７９） 

－ 
（△１２.４３） １０.０ ５３.８ 

２５.０ １７.９４ １２.９４ 

３５.０ ３０.００ ２０.００ 

３５０.０ 
平成２５年度 

平成２５年度 ４.６ 
－ 
（△６５.８） 

－ 
（△７４.６） 

－ 
（△１００.０） 

財
政
改
革
実
施
前
と
の
比
較 

財
政
改
革
行
動
計
画
策
定
前
と
歳
入
・
歳
出
の
構
成
を
比
較
し
て

み
る
と
、歳
入
で
は
市
税
が
減
少
し
、国･

県
支
出
金
の
割
合
が
増
加

し
て
い
ま
す
。
ま
た
、歳
出
で
は
扶
助
費
・
繰
出
金
が
増
加
し
、人
件

費
・
公
債
費
の
割
合
が
減
少
し
て
い
ま
す
。 

今
後
に
向
け
て 

目
標
の
前
倒
し
等
の
実
施
に
よ
り
、８
カ
年
の
効
果
額
は
、目
標

値
を
上
回
り
ま
し
た
。 

し
か
し
、本
市
の
財
政
状
況
は
依
然
と
し
て
極
め
て
厳
し
い
状
況

に
あ
り
ま
す
。 

今
後
と
も
持
続
可
能
で
効
率
的
な
行
財
政
運
営
を
目
指
す
た
め
、

財
政
改
革
行
動
計
画
を
着
実
か
つ
積
極
的
に
実
行
し
て
ま
い
り
ま
す
。 

詳
細
は
、市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。 

問
合
　
財
政
課
財
政
Ｇ
　
内
線
２
３
４
３
・
２
３
４
４ 

国・県支出金 市債 その他 

人件費 扶助費 公債費 投資的経費 特別・企業会計 
補助金・繰出金 その他 

財
政
改
革
実
施
前
と
の
比
較 
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３
Ｎ（
な
い
）運
動 

「
犯
罪
に
あ
わ
な
い
」「
犯
罪
を
起
こ
さ
せ

な
い
」「
犯
罪
を
見
逃
さ
な
い
」 

運
動
の
重
点 

住
宅
を
対
象
と
し
た
侵
入
盗
の
防
止 

・
常
に
カ
ギ
を
か
け
、さ
ら
に
、窓
や
ド
ア
は

ツ
ー
ロ
ッ
ク
に
し
ま
し
ょ
う
。 

・
セ
ン
サ
ー
ラ
イ
ト
や
補
助
錠
、防
犯
カ
メ
ラ

等
の
防
犯
設
備
を
活
用
し
ま
し
ょ
う
。 

・
不
審
者
を
寄
せ
付
け
な
い
よ
う
、地
域
ぐ

る
み
で
「
あ
い
さ
つ
、声
か
け
」
運
動
を
広

げ
ま
し
ょ
う
。 

子
ど
も
と
女
性
の
犯
罪
被
害
防
止 

・
子
ど
も
を
１
人
で
遊
ば
せ
な
い
よ
う
に
し

て
、出
か
け
る
と
き
は
、必
ず
行
き
先
を
告

げ
さ
せ
ま
し
ょ
う
。 

・
人
通
り
が
多
い
明
る
い
道
を
通
り
、防
犯

ブ
ザ
ー
や
笛（
ホ
イ
ッ
ス
ル
）を
携
帯
し
て
、

い
つ
で
も
使
え
る
状
態
に
し
ま
し
ょ
う
。 

自
動
車
関
連
窃
盗
の
防
止 

・
車
両
か
ら
離
れ
る
と
き
は
、車
両
の
中
に

財
布
や
貴
重
品
、カ
バ
ン
を
置
か
な
い
よ
う

に
し
ま
し
ょ
う
。 

振
り
込
め
詐
欺
等
特
殊
詐
欺
の
被
害
防
止 

・
お
金
の
要
求
に
は
、「
す
ぐ
に
振
り
込
ま
な

い
」「
ひ
と
り
で
振
り
込
ま
な
い
」「
呼
び

出
し
に
応
じ
な
い
」「
知
ら
な
い
人
に
手
渡

さ
な
い
」
を
徹
底
し
ま
し
ょ
う
。 

・
電
話
や
メ
ー
ル
、郵
便
物
で
の
お
金
に
関

す
る
儲
け
話
は
、詐
欺
を
疑
っ
て
慎
重
に
な

り
ま
し
ょ
う
。 

・
留
守
番
電
話
に
設
定
す
る
、連
絡
表（
家
族

の
連
絡
先
・
警
察
署
）を
貼
る
、あ
ら
か
じ

め
家
族
で
連
絡
方
法
や
合
言
葉
を
決
め
て

お
く
な
ど
、日
頃
か
ら
被
害
防
止
に
努
め

ま
し
ょ
う
。 

暴
力
追
放
運
動
の
推
進（
「
三
な
い
運
動
」
） 

「
暴
力
団
を
利
用
し
な
い
」 

「
暴
力
団
を
恐
れ
な
い
」 

「
暴
力
団
に
お
金
を
出
さ
な
い
」 

問
合
　
地
域
安
全
課
交
通
防
犯
Ｇ 

　
　
　
内
線
２
３
６
１
・
２
３
６
２ 

        
    

名
古
屋
都
市
計
画
生
産
緑
地
地
区
の
変
更

に
つ
い
て
、都
市
計
画
案
の
縦
覧
を
行
い
ま
す
。 

日
時
　
１０
月
６
日

〜
２０
日

 

　
午
前
８
時
３０
分
〜
午
後
５
時
１５
分（
土
・
日

曜
日
・
祝
日
を
除
く
） 

場
所
　
計
画
建
築
課（
市
役
所
４
階
） 

そ
の
他
　
市
民
や
利
害
関
係
の
あ
る
方
は
、

縦
覧
期
間
中
、市
に
対
し
意
見
書
を
出
す

こ
と
が
で
き
ま
す
。 

問
合
　
計
画
建
築
課
都
市
計
画
・
建
築
Ｇ 

　
　
　
内
線
２
４
２
７ 

  

「
え
せ
同
和
行
為
」
と
は
、個
人
や
企
業
、

行
政
機
関
等
に
対
し
て
、「
同
和
は
こ
わ
い
」

と
い
う
誤
っ
た
意
識
に
乗
じ
て
、同
和
問
題
を

口
実
に
し
て
、お
ど
す
な
ど
の
言
動
に
よ
り
、

不
当
な
利
権
、利
益
や
義
務
の
な
い
こ
と
を

要
求
す
る
行
為
を
い
い
ま
す
。 

同
和
問
題
を
正
し
く
理
解
し
、次
の
よ
う

な
心
構
え
と
方
法
で
対
応
す
る
こ
と
が
大
切

で
す
。 

心
構
え 

・
違
法
・
不
当
な
要
求
は
断
固
、拒
否
す
る
。 

・
お
ど
し
や
嫌
が
ら
せ
に
屈
し
な
い
。 

・
同
和
問
題
に
理
解
を
深
め
る
。 

具
体
的
な
対
応 

・
対
応
に
は
複
数
で
あ
た
る
。 

・
組
織
的
に
対
応
す
る
。 

・
専
門
機
関
に
相
談
す
る
。 

不
当
な
要
求
を
受
け
た
場
合
は
、市
人
権

推
進
課
、県
人
権
推
進
室
、名
古
屋
法
務
局

人
権
擁
護
部
、警
察
署
、愛
知
県
弁
護
士
会
な

ど
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。 

問
合
　
人
権
推
進
課
人
権
同
和
行
政
推
進
Ｇ 

　
　
　
内
線
２
２
７
１ 

  

今
年
５
月
に
実
施
し
た
、平
成
２６
年
度
日

本
赤
十
字
社
社
資
の
募
集
に
つ
い
て
は
、皆

様
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
い
た
だ
き
、あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

お
寄
せ
い
た
だ
い
た
社
資
は
、災
害
救
護

活
動
や
血
液
事
業
、奉
仕
団
活
動
、社
会
福
祉

事
業
等
に
活
用
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

平
成
２６
年
度
社
資
　
６
０
３
万
３
３
１
５
円 

問
合
　
日
本
赤
十
字
社
津
島
市
地
区（
福
祉

課
福
祉
Ｇ
）内
線
２
１
３
１
・
２
１
３
２ 

日
赤
社
資
募
集
の
結
果
 

生
産
緑
地
地
区
の
変
更
に
関
す
る
 

都
市
計
画
案
の
縦
覧
 

許
す
な
！「
え
せ
同
和
行
為
」
 

運
動
の
重
点 

１０
月
１１
日

〜
２０
日

秋
の
安
全
な
ま
ち
づ
く
り
県
民
運
動
 

女
性
の
人
権 

男
女
平
等
の

理
念
は
、
日
本

国
憲
法
に
明
記

さ
れ
、
法
制
上

で
は
、
男
女
平

等
の
原
則
が
確

立
さ
れ
て
い
ま
す
。 

女
性
も
男
性

も
一
人
ひ
と
り
が
大
切
に
さ
れ
、社
会
の
対

等
な
構
成
員
と
し
て
、そ
の
個
性
と
能
力

を
最
大
限
に
発
揮
で
き
る
よ
う
な
社
会
で

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。 

ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
・
バ
イ
オ
レ
ン
ス（
Ｄ
Ｖ
） 

暴
力
は
、性
別
を
問
わ
ず
決
し
て
許
さ

れ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、特
に
、Ｄ

Ｖ
や
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
、セ
ク
ハ
ラ（
セ
ク

シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
）と
い
っ
た
行
為

は
、人
権
を
著
し
く
侵
害
す
る
も
の
で
あ
り
、

大
き
な
社
会
問
題
に
な
っ
て
い
ま
す
。 

女
性
の
人
権
を
守
り
、男
女
が
対
等
な

パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
共
に
生
き
豊
か
に
暮

ら
せ
る
社
会
を
築
く
こ
と
が
重
要
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。 

法
務
省
の
人
権
擁
護
機
関
は
、女
性
か

ら
の
相
談
に
応
じ
て
い
ま
す
。ひ
と
り
で
悩

ま
ず
に
、ま
ず
は
電
話
し
て
く
だ
さ
い
。
相

談
は
無
料
。
秘
密
は
厳
守
し
ま
す
。 

相
談
電
話
番
号 

女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン 

（
平
日
の
午
前
８
時
３０
分
〜
午
後
５
時
１５

分
） 

1
０
５
７
０
ー

０
７
０
ー

８
１
０ 

（
全
国
共
通
専
用
電
話
番
号
） 

人権推進課人権同和行政推進Ｇ 
内線２２７１ 
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